
令和２年２月１９日 （決裁）

青森県立中央病院を、新たに「へき地医療拠点病院」として指定

圏域名 病 院 名

津軽地域

八戸地域 三戸中央病院 （H15.4.1指定）

青森地域
外ヶ浜中央病院 （H17.4.1指定）
青森県立中央病院 （R2.2.19指定）

「へき地保健医療対策等実施要綱」に規定された下記事業の

うち、ア・イ・カから１事業以上、実施することが要件

ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保

イ へき地診療所への代診医等の派遣・技術指導

ウ 特例措置許可病院への医師の派遣

エ 派遣医師等の確保

オ へき地の医療従事者への研修及び研究施設提供

カ 遠隔医療等の各種診察支援

キ 総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを

実践できる医師の育成

ク その他へき地における医療確保のための事業

・総合診療専門研修プログラムによる

総合診療専門医の育成

２ 指定要件 ３ 県立中央病院が行う事業（計画）

<参考> 県内のへき地医療拠点病院の状況

１ 趣旨

青森県
全 域
を支援

へき地医療拠点病院の指定について

令和２年２月１８日
第３回青森県地域医療対策協議会において

協議・承認

圏域名 病 院 名

西北五地域 鰺ヶ沢病院 （H15.4.1指定）

上十三地域 野辺地病院 （H15.4.1指定）

下北地域
むつ総合病院 （H15.4.1指定）
大間病院 （H17.4.1指定）

・伝送装置の設置

・症例検討会の実施（２回/年）

・派遣医師等確保

・地域医療支援部による各種支援

イ、エ、オ、カ、キについて実施予定

・小泊、深浦診療所への代診医派遣

報告事項②


